
一 頁 
 

○ 総 務 省 告 示 第    号  

 端 末 機 器 の 技 術 基 準 適 合 認 定 等 に 関 す る 規 則 （ 平 成 十 六 年 総 務 省 令 第 十 五 号 ） 別 表 第 一 号 二 の 規 定

に 基 づ き 、 平 成 十 六 年 総 務 省 告 示 第 九 十 九 号 （ 端 末 機 器 の 技 術 基 準 適 合 認 定 等 に 関 す る 試 験 方 法 を 定

め る 件 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  令 和   年   月   日  

総 務 大 臣  金 子  恭 之  

次 の 表 に よ り 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 下 線 を 付 し た 部 分 を こ れ に 対 応 す る 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定

の 下 線 を 付 し た 部 分 の よ う に 改 め る 。



二 頁 
 

 

 

改  正  後 改   正  前 

別表第二号 電波を使用する端末機器の測定方法 別表第二号 ［同左］ 

［一～二十四 略］ ［一～二十四 同左］ 

二十五 小電力データ通信システム端末（無線設備規則第四十九条の二十第一号から第四号まで

に規定する無線局の無線設備をいう。）又は5.2GHz帯高出力データ通信システム端末（同規則

第四十九条の二十の二に規定する無線局の無線設備をいう。）の電気的条件等 

 別表第一号四３に同じ。 

二十五 小電力データ通信システム端末（無線設備規則第四十九条の二十第一号から第三号まで

に規定する無線局の無線設備をいう。）又は5.2GHz帯高出力データ通信システム端末（同規則

第四十九条の二十の二に規定する無線局の無線設備をいう。）の電気的条件等 

別表第一号四３に同じ。 

備 考 表 中 の ［ ］ の 記 載 は 注 記 で あ る 。 

 

 


